
NO. 市町村名

容器包装
プラスチッ
ク
リサイクル
実施

容器包装
のうち白色
トレイのみ
リサイクル
実施

製品プラス
チックリサ
イクル実施

左記３つを
すべて
焼却処分

ペットボト
ル
リサイクル
実施

備　　考

1 青森市 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

2 弘前市 ○ ○ ○

3 八戸市 ○ ○
令和4年度に国の「プラスチックの資源循環に関する先進的モデル事業」を活用し、市内一
部地域でプラスチックのリサイクル実証事業を実施。現在、将来の全市展開に向け、収集
方法や手法等を検討中（実施時期未定）。

4 黒石市 ○ ○ ○

5 五所川原市 ○ ○ ○ 製品プラスチックリサイクルは（株）青南商事に委託→国内流通

6 十和田市 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

7 三沢市 ○ ○ ペットボトルリサイクルは（有）加澤商店に委託→（株）パンテック（本社：滋賀県）ｊへ

8 むつ市 ○ ○ 白色トレイ以外の容器包装プラスチック、製品プラスチックは焼却処分

9 つがる市 ○ ○ 製品プラスチックは直接埋立処分

10 平川市 ○ ○ ○

11 平内町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

12 今別町 ○ ○

13 蓬田村 ○ ○

14 外ヶ浜町 ○ ○

15 鰺ヶ沢町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

16 深浦町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

17 西目屋村 ○ ○ ○

18 藤崎町 ○ ○ ○

19 大鰐町 ○ ○ ○

20 田舎館村 ○ ○ ○

21 板柳町 ○ ○ ○

22 鶴田町 ○ ○ ○
製品プラスチック（容器包装プラ含む）：R4限りでUBE三菱セメント（株）青森工場操業停止
⇒R5よりDOWAエコリサイクル（再資源化）→エコシステム秋田（焼却処分）実施

23 中泊町 ○ ○ 製品プラスチックは直接埋立処分

24 野辺地町 ○ ○ ○ 令和8年4月から容リ協への引き渡し開始

25 七戸町 ○ ○

26 六戸町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

27 横浜町 ○ ○
R5.4から試験的に容器包装プラスチック、製品プラスチックの分別収集を実施（収集後は
焼却処分）（北部上北管内）

28 東北町 ○ ○

29 六ヶ所村 ○ ○
製品プラスチックは焼却処分　R5.4から試験的に製品プラスチックの分別収集を実施（収
集後は焼却処分）（北部上北管内）

30 おいらせ町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

31 大間町 ○ ○

32 東通村 ○ ○ 白色トレイ以外の容器包装プラスチック、製品プラスチックは焼却処分

33 風間浦村 ○ ○ 白色トレイ以外の容器包装プラスチック、製品プラスチックは焼却処分

34 佐井村 ○ ○ 白色トレイ以外の容器包装プラスチック、製品プラスチックは焼却処分

35 三戸町 ○ ○

36 五戸町 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

37 田子町 ○ ○

38 南部町 ○ ○

39 階上町 ○ ○

40 新郷村 ○ ○ 製品プラスチックは焼却処分

合計 23 4 11 13 40

県内各市町村におけるプラスチックごみ処理の状況

プラスチックごみ処理の状況（Ｒ８．４月現在）


